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監査の結果により講じた措置について（公表） 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項及び平塚市監査基準（令和２

年４月１日施行）の規定により、監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知がありましたの

で、次のとおり公表します。 

 

記 

 

１ 監査実施対象課 

企画政策部 資産経営課（対象団体：公益財団法人平塚市まちづくり財団） 

２ 監査実施日 

  令和６年９月２４日 

３ 監査結果の公表日 

  令和６年１０月２５日（平塚市監査委員公表第１５号） 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果 措置の内容 

財務に関する事務 

（指摘事項） 

（１） 総合公園受託事業における契約事

務について、公益財団法人平塚市ま

ちづくり財団が定める随契ガイドラ

インでは、「物品、印刷及び修繕（施

設修繕を除く。）においては、発注総

額５万円以下」の場合に限り見積り

合わせを省略することができるとさ

れているが、発注総額が５万円を超

えているにもかかわらず見積り合わ

せを省略していた。 

  随契ガイドライン等に則り事務処 

理の方法を再度確認し、今後の事務 

執行に当たり適正な措置を講じられ 

たい。 

財務に関する事務 

 

（１）【公益財団法人平塚市まちづくり財団】 

今回指摘のありました消耗品の購入等

の契約事務については、適用条項の確認

不足が原因であり、契約事務を行う際に

は、契約規程や同施行細則、随意契約ガ

イドラインに基づき、適正な事務を執行

するよう、契約事務を課内全体で再確認

し、再発防止を徹底します。 

【資産経営課】 

公益財団法人平塚市まちづくり財団

に対し、随意契約ガイドラインに則り適

切な事務処理を行うよう指導を行いま

した。 

以 上   


